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(54)【発明の名称】 咬合力測定装置

(57)【要約】
【課題】  何ら検出器等を咬むことなく、リアルタイム
に咬合力を測定することが可能な咬合力測定装置を提供
する。
【解決手段】  光照射部３２により歯の咬合に使われる
筋肉に光が照射され、この筋肉から散乱された散乱光が
光検出部３３により検出されるので、酸素飽和度取得部
２１において、検出された散乱光に基づいてこの筋肉の
酸素飽和度が取得される。さらに、相関データ記憶部２
２に記憶された酸素飽和度と咬合力との相関関係データ
に基づいて、咬合力算出部２３において、取得された酸
素飽和度に対応する被験者の咬合力が算出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被験者の咬合力を測定する咬合力測定装
置であって、
前記被験者の歯の咬合に使われる筋肉に光を照射する光
照射部と、
前記筋肉に前記光が照射された際に前記筋肉から散乱さ
れる散乱光を検出する光検出部と、
前記散乱光に基づいて酸素飽和度を取得する酸素飽和度
取得部と、
前記酸素飽和度と前記咬合力との相関関係データを予め
記憶した相関データ記憶部と、
前記相関関係データに基づいて、前記酸素飽和度取得部
で取得された酸素飽和度に対応した前記咬合力を算出す
る咬合力算出部と、
を備えることを特徴とする、咬合力測定装置。
【請求項２】  一組の前記光照射部と前記光検出部によ
って前記被験者の顔の左側に取り付け可能な左側散乱光
取得部が構成され、他の一組の前記光照射部と前記光検
出部によって前記被験者の顔の右側に取り付け可能な右
側散乱光取得部が構成されることを特徴とする、請求項
１に記載の咬合力測定装置。
【請求項３】  前記左側散乱光取得部と前記右側散乱光
取得部とで検出された散乱光に基づいて算出した左右の
咬合力を比較する左右比較部を備えることを特徴とす
る、請求項２に記載の咬合力測定装置。
【請求項４】  前記相関データ記憶部には、被験者毎に
酸素飽和度と咬合力との相関関係データが記憶されてお
り、前記咬合力算出部は、前記被験者毎の相関関係デー
タに基づいて咬合力を算出することを特徴とする、請求
項１～３の何れか１項に記載の咬合力測定装置。
【請求項５】  基準咬合力を記憶する基準咬合力記憶部
と、前記算出された咬合力が前記基準咬合力以上となっ
た回数、時間およびそのときの咬合力を取得する、噛み
締め状況取得部を備えることを特徴とする、請求項１～
４の何れか一項に記載の咬合力測定装置。
【請求項６】  基準咬合力を記憶する基準咬合力記憶部
と、前記算出された咬合力の前記基準咬合力に対する比
率を算出する比率算出部とを備えることを特徴とする、
請求項１～５の何れか一項に記載の咬合力測定装置。
【請求項７】  所定の食物を食べる際の咬合力の時間変
化を記憶した標準咀嚼記憶部と、前記所定の食物を食べ
る際の咬合力の時間変化と前記算出された咬合力の時間
変化とを比較する咀嚼比較部とを備えることを特徴とす
る、請求項１～６の何れか一項に記載の咬合力測定装
置。
【請求項８】  前記算出された咬合力を各被験者毎に記
憶した個人咬合力記憶部と、当該記憶された各被験者毎
の咬合力と前記算出された咬合力とを比較する咬合力比
較部とを備えることを特徴とする、請求項１～７の何れ
か一項に記載の咬合力測定装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、咬合力測定装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、上下の歯が咬み合う力である
咬合力を測定する装置として、感圧シートを口腔内に挿
入して咬合させ、感圧シートに記憶された咬合跡をスキ
ャナーで読みとって咬合力を得る装置や、液体を封入し
た小型圧力検出部を口腔内に挿入して咬合させその液体
により伝達される圧力を外部のロードセルにより測定す
る装置が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、感圧シートに
よる測定装置は、感圧シートを口腔内に挿入して咬合し
た後、その感圧シートを後工程で解析するので、リアル
タイムでの測定ができず、咬合したときの最大咬合力し
か測定できない。また、小型圧力検出部による測定装置
では、この検出部を口腔内で咬合しなければならないた
め、食物を噛んでいるような自然な状態での咬合力が測
定できない。
【０００４】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの
であり、何ら検出器等を咬むことなく、リアルタイムに
咬合力を測定することが可能な咬合力測定装置を提供す
ることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明に係る咬合力測定
装置は、被験者の咬合力を測定する咬合力測定装置であ
って、被験者の歯の咬合に使われる筋肉に光を照射する
光照射部と、筋肉に光が照射された際に筋肉から散乱さ
れる散乱光を検出する光検出部と、散乱光に基づいて酸
素飽和度を取得する酸素飽和度取得部と、酸素飽和度と
咬合力との相関関係データを予め記憶した相関データ記
憶部と、相関関係データに基づいて、酸素飽和度取得部
で取得された酸素飽和度に対応した咬合力を算出する咬
合力算出部とを備えることを特徴とする。
【０００６】本発明によれば、光照射部により歯の咬合
に使われる筋肉に光が照射され、筋肉からの散乱光が光
検出部により検出されるので、この散乱光に基づいてこ
の筋肉の酸素飽和度が取得される。さらに、酸素飽和度
と咬合力との相関関係に基づいて被験者の咬合力が算出
される。
【０００７】また、一組の光照射部と光検出部によって
被験者の顔の左側に取り付け可能な左側散乱光取得部が
構成され、他の一組の光照射部と光検出部によって被験
者の顔の右側に取り付け可能な右側散乱光取得部が構成
されることが好ましい。これにより、被験者の左右の咬
合力が独立に算出される。
【０００８】また、左側散乱光取得部と右側散乱光取得
部で検出された散乱光に基づいて算出した左右の咬合力
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を比較する左右比較部を備えてもよい。これにより、被
験者の左右の咬合力が比較される。
【０００９】また、相関データ記憶部には、被験者毎に
酸素飽和度と咬合力との相関関係データが記憶されてお
り、咬合力算出部は、被験者毎の相関関係データに基づ
いて咬合力を算出してもよい。これにより、咬合力算出
部において、被験者毎の酸素飽和度と咬合力の相関関係
データに基づいて咬合力が算出される。
【００１０】また、基準咬合力を記憶する基準咬合力記
憶部と、算出された咬合力が基準咬合力以上となった回
数、時間およびそのときの咬合力を取得する、噛み締め
状況取得部を備えてもよい。これにより、被験者の経時
的な噛み締め状況が取得される。
【００１１】また、基準咬合力を記憶する基準咬合力記
憶部と、算出された咬合力の基準咬合力に対する比率を
算出する比率算出部とを備えてもよい。これにより、基
準咬合力に対する現在の咬合力の比率が算出される。
【００１２】また、所定の食物を食べる際の咬合力の時
間変化を記憶した標準咀嚼記憶部と、所定の食物を食べ
る際の咬合力の時間変化と算出された咬合力の時間変化
とを比較する咀嚼比較部とを備えてもよい。これによ
り、被験者が食物を咀嚼するときの咬合力の時間変化が
標準値と比較される。
【００１３】また、算出された咬合力を各被験者毎に記
憶した個人咬合力記憶部と、記憶された各被験者毎の咬
合力と算出された咬合力とを比較する咬合力比較部とを
備えてもよい。これにより、被験者の現在の咬合力と、
過去に測定された咬合力とが比較される。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しながら、
本発明に係る咬合力測定装置の好適な実施形態について
詳細に説明する。なお、図面の説明において、同一また
は相当要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略
する。
【００１５】まず、図１を参照して、第１実施形態の咬
合力測定装置１について説明する。本装置は、被験者の
歯の咬合に使われる筋肉（咬筋）にレーザ光を照射し、
咬筋からの散乱光を検出して酸素飽和度を測定し、この
酸素飽和度に基づいて咬合力を算出する装置であり、被
験者の咬筋へのレーザ光の照射および散乱光の受光を行
うための２つのプローブ３０，３０と、レーザ光の出力
や咬合力の算出を行う本体部４０と、得られた咬合力等
のデータを表示するディスプレイ４１とを備えている。
【００１６】そして、本体部４０には、パルスレーザ光
を発生するレーザ制御部２０、咬筋から散乱される散乱
光の強度に基づいて咬筋血中の酸素飽和度を取得する酸
素飽和度取得部２１、酸素飽和度と咬合力との相関関係
データを予め記憶した相関データ記憶部２２、および、
得られた酸素飽和度に基づいて被験者の咬合力を算出す
る咬合力算出部２３が内蔵されている。
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【００１７】レーザ制御部２０は、半導体レーザ素子を
有し、近赤外領域のパルスレーザ光を照射することが可
能となっている。このレーザ制御部２０から出力された
レーザ光は、光ファイバ３１を介して、プローブ３０の
光照射部３２に伝達される。
【００１８】プローブ３０は、図２に示すように、レー
ザ光を咬筋に照射する上記の光照射部３２と、照射した
際に咬筋から散乱される散乱光を検出する光検出部３３
と、これらを保持する平板状のホルダー３４とを備えて
いる。ホルダー３４は、柔軟なシリコンゴムであり、こ
の表面に数ｃｍ（本実施例では４ｃｍ）離間されて光照
射部３２と光検出部３３が設置されているとともに、粘
着テープ３５により皮膚に貼着可能になっている。光照
射部３２はプリズムからなり、光ファイバ３１により伝
達されたレーザ光が光照射部３２の出射面から垂直に出
射するようになっている。光検出部３３には、ｎ個のホ
トダイオードがアレイ状に配置されており、各ホトダイ
オードは光照射部３２と光検出部３３の並び方向と同方
向に並列されている。これにより、光照射部３２からの
距離が異なるｎ個の点での散乱光強度を各々測定するこ
とが可能となっている。なお、この光検出部３３はホト
ダイオードを２次元状に配置した２次元光センサであっ
てもよく、また、ホトダイオードでなく、電荷結合素子
（ＣＣＤ）でもよい。光検出部３３により検出された散
乱光の信号は、ケーブル３６を介して、酸素飽和度取得
部２１に送られる。
【００１９】酸素飽和度取得部２１は、光検出部３３に
よって検出された散乱光強度の光照射部３２からの距離
に対する変化率に基づいて、血中の酸素飽和濃度を取得
するものであり、特開平７－２５５７０９号公報に詳細
が記載されている。
【００２０】相関データ記憶部２２は、酸素飽和度取得
部２１により得られた酸素飽和度から咬合力を算出する
ための相関関係データを予め記憶したものであり、咬合
力算出部２３は、この相関関係データを用いて酸素飽和
度から咬合力を算出する機能を有している。図３は、あ
る被験者の咬筋の酸素飽和度と、従来型の口腔内に小型
検出器を挿入する咬合力測定器で測定した咬合力との関
係を示す図、図４は、咬筋の酸素飽和度と咬筋の筋電と
の関係を示す図である。図３と図４より明らかなよう
に、酸素飽和度と咬合力との間には相関関係がある。そ
こで、あらかじめ多数の被験者について酸素飽和度と咬
合力との関係のデータを取得し、そのデータの平均値を
相関関係データとして相関データ記憶部２２に記憶させ
れば、酸素飽和度に対応する咬合力を算出することが可
能である。本実施形態においては、図５に示すような相
関関係データが予め相関データ記憶部２２に記憶されて
いる。
【００２１】つづいて、本実施形態の咬合力測定装置１
による測定手順を説明する。まず、このプローブ３０
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を、図６に示すように、被験者１０の左右の咬筋直上の
皮膚１１に各々貼着する。つぎに、図１に示すレーザ制
御部２０により発生するパルスレーザ光を光ファイバ３
１を介して左右のプローブ３０の光照射部３２から各々
出力し、皮膚上から左右の咬筋に光を照射する。そし
て、咬筋内を伝播して散乱される散乱光を左右の光検出
部３３によって各々検出し、入射点からの距離の異なる
ｎ個の点での散乱光強度データを左右各々得る。つぎ
に、酸素飽和度取得部２１において、このｎ個の点での
散乱光強度データから、左右の咬筋血中の酸素飽和度を
各々取得する。そして、必要に応じて、得られた酸素飽
和度をディスプレイ４１に表示する。図７は、ディスプ
レイ４１に表示される酸素飽和度の時間変化の一例を示
す図であり、時間Ｔ（図７のＴ）から歯の噛み締めを開
始した時のものである。
【００２２】つぎに、咬合力算出部２３において、相関
データ記憶部２２に記憶されている相関関係データに基
づいて、得られた酸素飽和度に対応した被験者１０の左
右の咬合力を算出する。例えば、図５に示すように、被
験者１０の酸素飽和度が６５％であった場合は、６５％
の酸素飽和度（図５のＡ）に対応した咬合力として、７
ｋｇｆの咬合力（図５のＢ）が算出される。このような
レーザ光の検出から咬合力の算出までの処理は、パルス
レーザ光の出力毎に繰り返し行われ、咬合力がリアルタ
イムに測定されるようになっている。そして、このよう
にして得られた左右の咬合力をディスプレイ４１に表示
する。表示された咬合力の一例を図８に示す。
【００２３】このように、本実施形態にかかる咬合力測
定装置１は、プローブ３０を粘着テープ３５で皮膚に貼
着して外部からの光の照射により咬筋の酸素飽和度を測
定し、相関関係データに基づいて、酸素飽和度に対応し
た咬合力を算出するので、何ら検出器等を咬むことな
く、リアルタイムに咬合力を測定することが可能となっ
ている。また、光照射部３２と光検出部３３を有するプ
ローブ３０を２つ備え、これらが被験者１０の左右の咬
筋直上の皮膚１１に各々貼着されるので、被験者１０の
左右の咬合力を独立に算出することが可能となってい
る。
【００２４】つぎに、第２実施形態について説明する。
本実施形態の咬合力測定装置１は、第１実施形態の咬合
力測定装置１の相関データ記憶部２２が、各被験者１０
毎に咬合力と酸素飽和度との相関関係データを記憶可能
であり（図９参照）、咬合力算出部２３は、第１実施形
態の平均的な相関関係データに代えて、各被験者１０毎
の相関関係データに基づいて、酸素飽和度から対応する
咬合力を算出する。
【００２５】本実施形態の咬合力測定装置１の測定手順
は、まず、各被験者１０毎に酸素飽和度と咬合力との関
係を従来型の咬合力測定器等によって測定し、各被験者
１０固有の咬合力と酸素飽和度との相関関係データとし
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て被験者１０毎に相関データ記憶部２２に記憶する。つ
ぎに、第１実施形態と同様の手順で咬筋の酸素飽和度を
取得し、得られた酸素飽和度から、相関データ記憶部２
２に記憶されている各個人毎の相関関係データに基づい
て咬合力を算出し、ディスプレイ４１に表示する。
【００２６】このように、各個人毎の相関関係データに
基づいて酸素飽和度から咬合力が算出されるので、平均
的な相関式を用いた場合に発生する個人差による誤差が
除去され、各個人毎の高精度の咬合力が算出されるよう
になっている。
【００２７】つぎに、図１０を参照して、第３実施形態
について説明する。本実施形態の咬合力測定装置２は、
同図に示すように、第２実施形態の咬合力測定装置１に
加えて、左右の咬合力を比較する左右比較部２４を備
え、ディスプレイ４１はその比較の結果を表示する。こ
の左右比較部２４は、算出された左右の咬合力を比較
し、左右の咬合力の差を算出する。
【００２８】本実施形態の咬合力測定装置２の測定手順
は、まず、第２実施形態と同様の手順で測定を行い、左
右の咬合力を算出する。つぎに、左右比較部２４におい
て、左右の咬合力を比較し、左右の咬合力の差をディス
プレイ４１に表示する（図１１参照）。そして、左右の
咬合力の差を確認しながら、左右の咬合バランスの悪い
被験者１０に咬み方の矯正・訓練を行う。
【００２９】このように、左右の咬合力を比較する左右
比較部２４を備え、咬合力の左右バランスの評価がリア
ルタイムに行われるので、被験者１０の咬合力の左右バ
ランスの評価・矯正が可能となっている。なお、本実施
形態では左右比較部２４において、左右の咬合力の差を
算出しているが、あらかじめ設定した咬合力範囲に基づ
いてその咬合力をＡ，Ｂ，Ｃのように段階的に分類した
評価ラベルや、左右の咬合力の平均を取り左右の咬合力
の偏差をその平均値で除した値等を取得しても構わな
い。
【００３０】つぎに、図１２を参照して、第４実施形態
について説明する。本実施形態の咬合力測定装置３は、
同図に示すように、第２実施形態の咬合力測定装置１に
加え、基準咬合力を記憶する基準咬合力記憶部２５と、
基準咬合力以上の咬合力がかかった回数、時間およびそ
のときの咬合力を取得する、噛み締め状況取得部２６と
を備え、ディスプレイ４１は取得された噛み締め状況を
表示する。
【００３１】本実施形態の咬合力測定装置３の測定手順
は、まず、基準咬合力記憶部２５に対して、噛み締めと
判断する咬合力のしきい値を基準咬合力として設定す
る。つぎに、第２実施形態と同様の手順で、睡眠中の被
験者１０の咬合力を連続的に取得するとともに、噛み締
め状況取得部２６において、基準咬合力よりも大きな咬
合力がかかっている時間、回数およびそのときの咬合力
等を取得する。そして、この噛み締め状態データをディ
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7
スプレイ４１で表示し、睡眠中の咬み締め、歯ぎしりの
回数・頻度等のデータを咬合治療の基礎データとして利
用する。
【００３２】このように、基準咬合力記憶部２５に基準
咬合力を設定し、噛み締め状況取得部２６において基準
咬合力を超える咬合力が測定された時間、回数およびそ
のときの咬合力を取得し、被験者１０の経時的な噛み締
め状況が取得されるので、被験者１０の食いしばりや歯
ぎしり等の状況を把握して咬合治療をすることが可能と
なっている。
【００３３】つぎに、図１３を参照して、第５実施形態
について説明する。本実施形態の咬合力測定装置４は、
同図に示すように、第４実施形態の咬合力測定装置３の
噛み締め状態取得部に代えて、基準咬合力記憶部２５に
設定された基準咬合力に対する現在の咬合力の比率を算
出する比率算出部２７を備えており、ディスプレイ４１
はその比率を表示する。
【００３４】本実施形態の咬合力測定装置４の測定手順
を説明する。ここでは、その一例として、基準咬合力を
被験者１０の最大咬合力とする場合の使用方法を説明す
る。被験者１０の最大咬合力に対する比率を算出するこ
とにより、被験者１０が最大咬合力に対して所定の比率
で咬合力を発揮することが可能となる。これにより、圧
力によって色の変化する感圧シートを所望の咬合力で咬
んで咬み跡を得、これを解析することにより咬合治療に
役立てることができる。
【００３５】まず、被験者１０に最大の力で歯を噛み締
めてもらい、その咬合力を第４実施形態と同様の手順で
算出し、このときの最大咬合力を基準咬合力として基準
咬合力記憶部２５に設定する。つぎに、被験者１０の口
腔内に感圧シートを挿入し、このシートを軽く噛み締め
てもらう。このとき、基準咬合力と咬合力の比が比率算
出部２７において算出されてディスプレイ４１に表示さ
れるので、これを見ながら被験者１０が咬合力の最大咬
合力に対する比率を３０％に調節し、３０％の咬合力で
咬まれたときの咬み跡が残された感圧シートを取得す
る。同様にして、５０％、７０％、１００％の咬合力で
咬まれたときの感圧シートを取得し、この感圧シートの
咬み跡から、各咬合力の時の上の歯と下の歯のかみ合わ
せの接触面積や咬合圧力を把握し、咬合治療の基礎デー
タとして利用する。
【００３６】このように、基準咬合力記憶部２５と比率
算出部２７とを備え、被験者１０の最大の咬合力に対す
る現在の咬合力の比率が算出・表示されるので、所望の
力で被験者１０に咬合をしてもらうことが可能となって
いる。なお、この基準咬合力は測定された咬合力の最大
値のみに限らず、例えば、成人男子の平均値等でも構わ
ない。
【００３７】つぎに、図１４を参照して、第６実施形態
について説明する。本実施形態の咬合力測定装置５は、
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同図に示すように、第２実施形態の咬合力測定装置１に
加えて、所定の食物を食べた際の咬合力の時間変化を記
憶した標準咀嚼記憶部２８と、当該所定の食物を食べた
際の咬合力の時間変化と算出された咬合力の時間変化と
を比較する咀嚼比較部２９とを備え、ディスプレイ４１
はこの評価結果を表示する。
【００３８】本実施形態の咬合力測定装置５の測定手順
を説明する。最初に、種々の食物を食べる際の咬合力の
時間変化のデータベースを構築する。まず、あらかじめ
一定の大きさを有する食物（リンゴ等）を被験者に咀嚼
させ、第２実施形態と同様の手順で咬合力の時間変化を
取得する。そして、これを多数の食物、多数の被験者に
関して行い、食物毎に咬合力の時間変化の平均を算出
し、標準的な咬合力の時間変化のデータベースとして標
準咀嚼記憶部２８に食物毎に記憶する。なお、ここで食
物のみで分類しているが、さらに年齢、虫歯の有無等の
要因を考慮に入れて分類してもよい。
【００３９】つぎに、このデータベースに基づいて、特
定の被験者１０の咀嚼の癖等を把握する。まず、特定の
被験者１０に一定の大きさの食物を与え、これを咀嚼さ
せながら先程と同様に咬合力の時間変化を取得する。つ
ぎに、取得された咬合力の時間変化と、標準咀嚼記憶部
２８に記憶されているその食物に対応する標準的な咬合
力の時間変化とを咀嚼比較部２９により比較し、この比
較結果をディスプレイ４１に表示する。そして、この結
果を見ながら被験者１０の咀嚼方法の矯正をおこなう。
【００４０】このように、標準咀嚼記憶部２８を備え、
記憶された標準的な咬合力の時間変化と被験者１０の咬
合力の時間変化とが咀嚼比較部２９により比較され、食
物を咀嚼するときの被験者１０の咬み癖が把握されるの
で、食物を噛むときの咬み癖を矯正することが可能とな
っている。
【００４１】つぎに、図１５を参照して、第７実施形態
について説明する。本実施形態の咬合力測定装置６は、
同図に示すように、第２実施形態の咬合力測定装置１に
加え、算出された咬合力を被験者１０毎に記憶する個人
咬合力記憶部５１と、過去に記憶された各被験者１０の
咬合力と算出された咬合力とを比較する咬合力比較部５
２を備え、ディスプレイ４１は評価された咬合力変化デ
ータを表示する。
【００４２】本実施形態の咬合力測定装置６の操作手順
は、まず、定期健康診断などであらかじめ被験者１０毎
に第２実施形態と同様の手順で咬合力を算出し、データ
ベースとして個人咬合力記憶部５１に記憶する。その
後、被験者１０が入れ歯を装着する場合等、咬合調整を
必要とするときに、第２実施形態と同様の手順で咬合力
を測定して現在の咬合力を算出し、咬合力比較部５２に
おいて、現在の咬合力データと個人咬合力記憶部５１に
記憶されているその被験者１０の過去の咬合力データと
を比較し、その結果をディスプレイ４１に表示する。医
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師等は、その結果を見ながら入れ歯等の修正を行って咬
合調整を行う。
【００４３】このように、個人咬合力記憶部５１と咬合
力比較部５２とを備え、被験者１０の現在の咬合力と過
去に測定された咬合力とが比較されるので、医師等が、
入れ歯等により咬合力が変化した被験者１０の咬合力
を、過去の正常な状態の咬合力に戻すことが可能となっ
ている。
【００４４】なお、本発明に係る咬合力測定装置は、上
記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形態様
をとることが可能である。例えば、第１実施形態では、
プローブ３０を被験者１０の左右の咬筋直上の皮膚１１
に各々貼着しているが、これに限らず、左右の側頭筋等
歯の咬合に使われる他の筋肉直上の皮膚に各々貼着して
もよい。また、左右のバランスが問題にならない場合
は、片側だけにプローブ３０を装着してもよい。
【００４５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る咬合
力測定装置は、光照射部により歯の咬合に使われる筋肉
に光が照射され、この筋肉から散乱された散乱光が光検
出部により検出されるので、検出された散乱光に基づい
てこの筋肉の酸素飽和度が取得される。さらに、この酸
素飽和度と咬合力との相関関係データに基づいて、取得
された酸素飽和度に対応する被験者の咬合力が算出され
るので、何ら検出器等を咬むことなく、リアルタイムに
咬合力を測定することが可能な咬合力測定装置が提供さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１、第２実施形態の咬合力測定装置の構成図
である。
【図２】図１のプローブを示す模式図である。
【図３】口腔内に検出器を挿入する方法により測定され
た咬合力と咬筋の酸素飽和度との相関を示す図である。
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【図４】咬筋の筋電と咬筋の酸素飽和度との相関を示す
図である。
【図５】図１の相関データ記憶部に予め記憶された酸素
飽和度と咬合力との相関関係データを示す図である。
【図６】図１のプローブを被験者に貼着する方法を示す
説明図である。
【図７】図１のディスプレイに表示される酸素飽和度の
一例を示す図である。
【図８】図１のディスプレイに表示される左右の咬合力
の一例を示す図である。
【図９】図１の相関データ記憶部に予め記憶された被験
者毎の酸素飽和度と咬合力との相関関係データを示す図
である。
【図１０】第３実施形態の咬合力測定装置の構成図であ
る。
【図１１】図９のディスプレイに表示される、左右の咬
合力の差の一例を示す図である。
【図１２】第４実施形態の咬合力測定装置の構成図であ
る。
【図１３】第５実施形態の咬合力測定装置の構成図であ
る。
【図１４】第６実施形態の咬合力測定装置の構成図であ
る。
【図１５】第７実施形態の咬合力測定装置の構成図であ
る。
【符号の説明】
１，２，３，４，５，６…咬合力測定装置、１０…被験
者、２１…酸素飽和度取得部、２２…相関データ記憶
部、２３…咬合力算出部、２４…左右比較部、２５…基
準咬合力記憶部、２６…噛み締め状況取得部、２７…比
率算出部、２８…標準咀嚼記憶部、２９…咀嚼比較部、
３２…光照射部、３３…光検出部、５１…個人咬合力記
憶部、５２…咬合力比較部。

【図１】 【図２】
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